
　今後の展開方針 注）．例年どおりの事業展開を予定している事務事業については、特段の記載をしていません。

（該当する事務事業）

（該当する事務事業）

（該当する事務事業）

（該当する事務事業）

（該当する事務事業）

　めざす成果

良好なまち並みが形成されている

「めざす成果」の達成に向けた進行管理シート 「めざす成果」の達成に向けた進行管理シート

５－１－３　良好なまち並みが形成されている

　総合計画体系

　健康領域・基本目標 まちの健康・快適な都市空間が整うまち

　個別目標 快適な都市の基盤をつくる

大和市は、良好なまち並みが形
成されていると思う市民の割合

地区計画、建築協定、街づくり協定
などルール化された地区数の累計

景観に配慮した良好なまち並みが形成されるなど快適な住環境が創出
されています。

「めざす成果」を達成するための施策展開（ロジックツリー）
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・市営住宅の入居基準見直し及び未利用駐車場の有効
活用に伴う市条例改正に取り組みます。

・住居表示設定届の受付から住居番号の付番（住居表
示台帳作成）までの効率的な作業の検討を行います。

・都市計画法に基づき概ね５年ごとに実施される県都市計画基礎調査がH24年度に予定されるた
め、最新の土地利用情報を反映させる市域の地形図（デジタル化）の作成が必要となります。
・住居表示地域の指定及び街区案内板や街区表示板等の新設や交換・補修により、外来者にとっ
て分かりやすい街区形成や住所表示が図られるよう、住居表示地域に新築した家屋等に対する住
居番号の付番を速やかに実施していきます。
・市営住宅の入居者選考方法や優先入居の在り方など入居基準に対し、不公平性を感じている市
民がいることや、市営住宅の駐車場の利用状況が低く有効利用されていない状況について、検討
する必要があります。国、県との協議を踏まえ、未利用駐車場の有効活用に関する具体的な施策
を検討し、市条例改正に向けた取り組みを進めます。
・改正公営住宅法の施行に伴い入居基準の一部を市条例で定めることが可能となるため、真に住
宅に困窮する者へ的確に対応できるよう、市営住宅の入居基準を見直し、市条例改正に向けた取
り組みを進めます。

市営住宅管理運営事務その他見直し

総合計画審議会記入欄

　施策への提言

【住環境の維持、改善を進める】
・都市計画法、建築基準法等に基づく許認可や、開発事業の手続及び基準に関する条例に基づく
協議を行いました。
・住居表示地域内の建築確認申請で対象を把握し、住居番号設定届により実地調査を行い、対象
家屋等に住居番号を付番するとともに、既存の街区案内図、街区表示板等の破損による交換や補
修等の維持管理を実施しました。
・平成22年10月12日から実施される中央林間西地区の住居表示に向けて、関係機関との連絡調整
を図るとともに、委託業者と調整会議を開催し、作成した進行管理表に基づき効率的かつ円滑に
実施するよう取り組みを進めました。
・街づくり条例に基づき市民の主体的な街づくり活動を支援するとともに、市民への街づくりに
関する学習支援と情報提供を行いました。
・市営住宅ストック総合活用計画に基づき、市営住宅の維持補修対策を実施するとともに、住宅
確保に窮している高齢者等に対し、住まい探し相談会等を実施しました。
・マンション等中高層建築物の建築に伴って発生する日照阻害、工事騒音等の問題に直面した近
隣住民からの相談を受け、基本的には建築紛争相談員の助言による自主解決、必要のある場合に
は建築主、近隣住民の双方を呼んでのあっせんを行いました。（平成18年度53件、平成19年度14
件、平成20年度20件、平成21年度14件）
【美しい都市景観の形成を推進する】
・景観計画及び景観条例による景観の規制誘導を行うとともに、屋外広告物条例による屋外広告
物の規制誘導、除却協力員制度による違反物件の簡易除却を推進しました。

主な取り組み内容

構成事業に対する考え方
（事業の量及び実施手法）

都市計画決定事務
・県都市計画基礎調査に伴い市域の地形図（デジタル
化）を作成します。

住居表示管理事務

新規事業の立案

既存事業の拡充

事業の廃止・縮減

事業の効率化

めざす成果 具体的な施策 取り組み内容 事務事業名 担当課

都市計画マスタープラン進行管理事業 街づくり総務課

住居表示推進事務 街づくり計画課

住居表示管理事務 市民課

国土法届出審査等事務 街づくり計画課

都市計画決定事務 街づくり計画課

都市計画決定内容の審査等事務 街づくり計画課

特定地域土地利用誘導事業（内山地区） 街づくり推進課

特定地域土地利用誘導事業（中央森林地区） 街づくり推進課

建築協定の普及・更新等事務 建築指導課

地域・地区街づくり支援事業 街づくり推進課

街づくり学習・情報提供事業 街づくり推進課

開発審査会運営事務 街づくり総務課

開発許可等事業 街づくり計画課

開発指導事務 街づくり計画課

附置義務駐車場指導事務 街づくり計画課

違反開発行為等の是正指導事務 街づくり計画課

建設審査会運営事務 街づくり総務課

建築基準法に基づく許可、認可等事務 建築指導課

建築確認事務 建築指導課

違反建築物の是正指導事務 建築指導課

確認台帳・概要書の閲覧及び証明事務 建築指導課

中高層建築紛争調整事業 市民相談課

住宅計画管理事務 街づくり総務課

あんしん賃貸支援事業 街づくり総務課

住宅供給推進事業 街づくり総務課

市営住宅施設維持管理事務 街づくり総務課

市営住宅大規模改修事業 街づくり総務課

市営住宅管理運営事務 街づくり総務課

租特法に基づく優良住宅認定事務 建築指導課

景観形成推進事業 街づくり推進課

屋外広告物対策事業 街づくり推進課

神奈川県下優良建築物表彰事務 建築指導課
良好な都市景観を創出する

都市計画で都市の骨格を形

成、管理する

各地区の課題に対応した土地

利用を行う

中高層建築物の建築に起因

するトラブルの解決を促進す

る

法令及び街づくりのルールに

基づき、開発許可等を適正に

行う

建築物の安全性を確保する

安全で良好な住宅の供給を促

進する

②

市民の主体的な街づくり活動

を支援する

①

良好なまち並みが形成さ

れている

住環境の維持、改善を進

める

美しい都市景観の形成を

推進する

＊平成23年度の審議予定となっています。


